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　3月 24 日から「マイナ免許証」の運用がスタートします。
これは、マイナンバーカードと運転免許証や運転履歴証明書を
一体化したもので、マイナンバーカードに「免許の種類・番号・
有効期限」などの情報を記録するものです。
　マイナ免許証は、マイナンバーカードを持っている方のみ希望することができます。また、マ
イナ免許証を作るときに署名用電子証明書の暗証番号が必要です。
　自動車等運転の際には、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

○マイナ免許証のメリット
①住所や氏名等の変更がある場合、警察署への届出が不要
　（マイナ免許証のみのタイプは役場での手続きのみ）

②免許更新時の講習がオンラインで受講可能（優良・一般運転者のみ）
③更新手数料が安くなる（現行2,500 円⇒ 2,100 円）

○マイナ免許証の注意事項
　マイナンバーカードの券面には、免許情報（免許の種類、有効期限など）が表記されないため、マイナポー
タルにログインするか「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。また、マイナンバーカー
ドとマイナ免許証の有効期限は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に記載されないため、有効期限切
れ（失効）にご注意ください。

【手続可能施設・問合せ先】西部地区運転免許センター（電話0859-22-4607） ※手続可能施設は順次拡大予定

　令和 7年度から、救急隊員が傷病者のマイナ
保険証を活用し、病院選定等のための情報を把
握することにより、救急業務の円滑化が推進さ
れます。救急隊員が閲覧する情報は、受診した
医療機関や既往症、薬剤情報などです。マイナ
救急を効率的に活用していくために、外出時な
ど、マイナ保険証の携行をお願いします。
　今年度実証事業に取り組んだ救急隊からは、
次のような声が寄せられています。　⇒

○免許証は選べる3タイプ （それぞれの保有形態によって手数料が異なります）

①

運転免許証のみ
更新手数料：2,850 円

マイナ免許証のみ
更新手数料：2,100 円

② ③

マイナ免許証と運転免許証
の両方を持つ

更新手数料：2,950 円

※②③への変更については、学科試験や更新時期以外でも可能です。

《マイナ免許証》

《マイナ救急》
意識障害で家族も

傷病者の情報を把握しておらず、

マイナ救急が活動に

役立ちました

外出先での事故で

お薬手帳を所持して

いなかったため、薬剤情報が

分かったことは有益でした



3 広報ひの 3月号 -2025‐

マイナンバーカード手続きのお知らせマイナンバーカード手続きのお知らせ

　マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れていると、証明書のコンビニ交付
や健康保険証としての利用ができなくなります。有効期限の 3カ月前頃に有効期限通
知が送られるので、更新手続きをしてください。なお、有効期限が切れた後でも更新手
続きは可能です。

○マイナンバーカードの有効期限は 10年10年
（未成年の方は5年）
○電子証明書の有効期限は5年5年

《更新手続きに必要なもの》
・マイナンバーカード
・暗証番号（お忘れの場合は、本人であれば
窓口で再設定ができます）

　マイナポータルアプリを利用して、オンラインで転出届ができます。
転出の際、役場での手続きが不要になります。
※転入先市区町村の窓口での転入届の手続きは必要です。

【問合せ先】役場住民課（電話0859-72-0333）

《マイナンバーカード等の更新》

《転出届》


